
マンション標準管理委託契約書の改正について
国交省より「マンション標準管理委託契約書の改正」について、

連絡がありましたので、ご案内致します。

マンションの管理委託契約に係る契約書については、「マンションの管理委託契約に係る標準管理委託契約書について」（平成15年４月
９日国土交通省総合政策局長通知）により、「マンション標準委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」をマンション
に係る管理委託契約を締結する際の指針として活用されるよう通知されております。

今般、「マンション標準管理規約」（平成28年３月14日国土交通省土地・建設産業局長・住宅局長通知）が改正され、マンションの管
理状況などに関する情報の開示に係る既定の設備が行われたこと等を踏まえ、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管
理委託契約書コメント」の見直しがあり、別添１及び別添２のとおり、改正されました。

ついては、今回の改正の趣旨を踏まえ、マンションに係る管理委託契約を締結する場合には、これらを指針として活用していただければと
存じます。

通達　マンション標準管理委託契約書の改正について

別添１マンション標準管理委託

別添２マンション標準管理委託契約書
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